
NHKインターネット活用業務実施基準（案）

第1部 総則

（目的）

第1条 この基準は、 放送法（以下「法」という。）第2 0条第2項第2号および第3

号の業務に関する法第2 0条第9項の基準として、 当該業務の種類、 内容、 実施方法

および実施に要する費用に関する事項等を定めるものである。

（定義）

第2条 この基準における用語は、 次の各号の定義に従うものとする。

放送番組

放送をする事項の種類、 内容、 分量および配列

一 理解増進情報

日本放送協会（以下「協会」という。）が放送したまたは放送する放送番組の編

集上必要な資料その他の協会が放送したまたは放送する放送番組に対する理解の増

進に資する情報（放送番組または当該情報を編集したものを含む。）

― 放送番組等

協会が放送したまたは放送する放送番組および当該放送番組に係る理解増進清報

四 2号受信料財源業務

放送番組等を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務（放送に該当するも

のを除く。）（法第2 0条第2項第2号の業務）のうち、 専ら受信料を財源として

行うもの

五 2号有料業務

放送番組等を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務（放送に該当するも

のおよび協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内

基幹放送と同時に一般の利用に供する業務を除く。）（法第2 0条第2項第2号の

業務）のうち、 専ら受信料を財源として行うもの以外のもの

六 3号受信料財源業務

放送番組等を、 放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う
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